
奨学金募集概要/Scholarship Application Outline

*English follows Japanese.

番号 項目 内容

1 奨学金No. 36

2 奨学金名称 旭硝子財団

3 応募方法 学内選考あり(推薦者数は5名 <タイ、インドネシア、中国、韓国、ベトナムより各1名以内>)

4 支給額
月額15万円
海外研究活動支援奨学金 上限20万円 （1回／年、奨学金支給期間内のみ）
＊ 海外での学会発表、調査活動、短期留学等、当財団が認めた活動を行う場合に支給する。

5 支給期間 2026年4月以降、在籍する大学院の正規の修学期間。ただし修士課程は2年間、博士課程は3年間を限度とする。

6 応募資格・条件

・タイ王国、インドネシア共和国、中華人民共和国、大韓民国、ベトナム社会主義共和国（対象国）の国籍を有する者。
・研究のために来日し、2026年4月現在、修士(博士前期)課程第1学年あるいは博士(博士後期)課程 第1学年に在籍する私
費留学生（専門職学位、医学、歯学、獣医学、6年制薬学系の専攻を除く）。2025年10月入学の修士課程1学年または博
士課程1学年の者も応募可能。
・品行方正、学術に優れ、健康であり、学資の支援が必要と認められる者。
・独自の発想に基づき、社会に有用で波及効果も高い研究テーマに意欲的に取り組む者。
・持続可能な社会の実現に向けて取り組む意欲が高い者。
・日本語による意思伝達が可能である者。
・2026年4月以降、当財団の奨学金支給期間中は、他機関より月額12万円を超える給付型奨学金等を受けていない者。
・2026年6月中旬～下旬に実施予定の面接、及び2026年7月14日（火）の奨学金授与式 （兼制度説明会）に参加でき
る者（都内で開催の場合は、旅費は財団規程により支給する）。

7 奨学生の義務

・奨学金支給期間中は、在籍大学院で所定の学業、研究に精勤すること。
・奨学金支給期間中の毎年9月末頃に活動報告書を、毎年3月末頃に活動報告書と成績証明書等を提出すること。
・奨学金支給期間中は、止むを得ない事情のないかぎり、当財団指定の行事に参加すること（交通費は当財団規程により支
給します。年に数回程度を予定しています）。
・財団から送信するメールを適宜確認し、指定期間内に回答すること。
・学籍、修学状況や生計の変化が生じた際には、速やかに財団に報告すること。

8 日本語能力

日本語による意思伝達が可能である者
・財団事務局とは、原則、日本語でのコミュニケーションとなる。日常的な場面で使われる日本語をある程度理解して表現
する必要がある。
・申請書類はWord書式への日本語での入力が必要。研究計画書は英語での記入も可能。
・面接はオンラインで日本語で行われる。

9 応募期間 2026年2月6日（金）～4月1日（水）17時

10
学内選考
結果発表

2026年4月6日（月）頃
応募者のうち推薦が決定した者に対し大学メールにて通知する。学内選考結果発表日にこの通知メールが届かない応募者
は、非推薦とする。

11 学内選考で提出する書類
(1)学内選考用申請書
(2)成績証明書
(3)入学合格通知書

12 財団へ提出する書類

(学内選考を通過した場合)
(1)奨学金申込書(所定の様式)
(2)願書(所定の様式：Wordファイル)
(3)研究計画書(所定の様式：Wordファイル)
(4)指導教員推薦書(所定の様式：Wordファイル、原則日本語で記入)
(5)成績証明書(前課程通期の成績証明書)
*このうち、(1) は本人が日本語で手書きしなければならない。

13 備考

・財団の書類選考通過者に対してオンライン面接が6月中旬～下旬に実施される。
・2025年秋に修士課程、博士課程に入学した大学院生も応募が可能である。
・「特別研究員」や「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ」、「次世代研究者挑戦的研究プログラ
ム」」に基づく研究支援制度との併給はできない。



奨学金募集概要/Scholarship Application Outline

(This document is translated using the AI translator DeepL.)

No. Item Contents

1 Scholarship No. 36

2 Name of Scholarship The Asahi Glass Foundation

3 Application Process
on-Campus Selection (Number of nominees: 5<Up to one nominee each from Thailand, Indonesia, China,
Korea, and Vietnam> )

4 Stipends

\150,000 / month
Scholarship to support overseas research activities Maximum 200,000 yen (one time/year, during the
scholarship period only)
*The scholarship is awarded for activities approved by the Foundation, such as presentations at overseas
academic conferences, research activities, and short-term study abroad.

5 Duration
The regular period of study at the graduate school in which the student has been enrolled since April 2026.
However, the maximum period of study for a master's course is two years and for a doctoral course is three
years.

6
Eligibilities  and Disbursement
Requirements

・Nationals of Thailand, Indonesia, China, Korea, and Vietnam.
・Privately-financed international students (excluding professional degrees, medicine, dentistry, veterinary
medicine, and six-year pharmacy majors) who are in the first year of a master's (master's) or doctoral
(doctoral) program as of April 2026 and are coming to Japan to conduct research.Those in the first year of
a master's program or the first year of a doctoral program who will be admitted in October 2025 are also
eligible to apply.
・Applicants who are of good conduct, academic excellence, and good health, and who are deemed to be
in need of financial assistance.
・Applicants who are motivated to work on research themes that are based on original ideas, are useful to
society, and have a high ripple effect.
・Applicants who are highly motivated to work toward the realization of a sustainable society.
・Applicants must be able to communicate in Japanese.
・The scholarship recipient must not have received a scholarship of more than 120,000 yen per month
from another institution during the period of the Foundation's scholarship after April 2026.
・Applicants must be able to participate in the interview scheduled for mid to late June 2026 and the
scholarship award ceremony (and system briefing) on Tuesday, July 14, 2026.

7 Scholar Obligations

・Scholars must be diligent in their studies and research at the graduate school in which they are enrolled
during the scholarship period.
・Scholars are required to submit an activity report around the end of September of each year during the
scholarship period, and an activity report and transcript around the end of March of each year during the
scholarship period.
・During the scholarship period, the scholars must participate in the events designated by the Foundation
unless there are unavoidable circumstances.(Transportation expenses will be covered in accordance with
the Foundation's rules and regulations. The events are scheduled several times a year.)
・Scholars are expected to check the Foundation's e-mail messages from time to time and respond to them
within the specified period.
・Scholars are expected to promptly report to the Foundation any changes in their academic records, study
status, or livelihood.

8 Japanese Language Proficiency

Applicants must be able to communicate in Japanese.
・In principle, communication with the Foundation's office will be in Japanese. The applicant must have
some understanding of Japanese used in everyday situations and be able to express himself/herself in
Japanese.
・Application documents must be typed in Japanese on a Word document. The research plan can be
written in English.
・Interviews are conducted online in Japanese.

9 Application Submission Period Friday, February 6, 2026 - Wednesday, April 1, 2026, 5:00 p.m.

10 On-campus selection results

Around April 6, 2026
Applicants who are selected for recommendation will be notified by Kyushu University Primary Mail Service.
Applicants who do not receive this notification email on the day on-campus selection results are announced
will be considered non-recommended.

11
Required Documents (for on-
Campus Selection)

(1) Application form for on-campus Selection
(2) Transcript(a copy is acceptable)
(3) Letter of Acceptance

12
Required Documents (for
Foundation)

If you pass the on-campus selection process, the following documents are required.
(1)Scholarship Application Form (Prescribed form)
(2)Application Form (Prescribed form: Word file)
(3)Research Plan (Prescribed form: Word file)
(4)Recommendation letter from supervisor (prescribed form: Word file, to be filled out in Japanese in
principle)
(5)Transcript (the previous course)
No. 1 must be hand-written in Japanese  by your hand.

13 Comment

・Online interviews will be conducted in mid to late June for those who pass the Foundation's screening
process.
・Graduate students entering master's and doctoral programs in the fall of 2025 are also eligible to apply.
・The research support system cannot be used in conjunction with the "JSPS Research Fellowship for
Young Scientists," "University Fellowship for Science and Technology Innovation," or "SPRING : Support for
Pioneering Research Initiated by the Next Generation".
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2026年度 外国人留学生奨学生募集要項 

 

１．旭硝子財団の奨学事業概要 

旭硝子財団は、人類が真の豊かさを享受できる持続可能な社会および文明の創造に寄与することを

目的とし活動しています。旭硝子財団の奨学事業は、産業、経済及び社会の進歩、向上を担う優れた

人材を育成するために、優秀な大学院修士・博士課程の学生に、返済義務のない給与奨学金を支給

し、指導助言も提供するプログラムです。本プログラムにおいては、毎月の奨学金支給に加え、奨学

生の国際的な視野拡大を目的とした「海外研究活動支援奨学金」もご活用いただけます。 

また、奨学生が研究推進やキャリア形成に役立つネットワークを作るための交流機会も提供します。 

 

２．奨学生の資格要件 

(1) タイ王国、インドネシア共和国、中華人民共和国、大韓民国、ベトナム社会主義共和国（対象

国）の国籍を有する者 

(2) 研究のために来日し、2026年 4月現在、修士(博士前期)課程第 1学年あるいは博士(博士後期)課程

第 1学年に在籍する私費留学生（専門職学位、医学、歯学、獣医学、6年制薬学系の専攻を除く） 

(3) 品行方正、学術に優れ、健康であり、学資の支援が必要と認められる者 

(4) 独自の発想に基づき、社会に有用で波及効果も高い研究テーマに意欲的に取り組む者 

(5) 持続可能な社会の実現に向けて取り組む意欲が高い者 

(6) 日本語による意思伝達が可能である者 

(7) 2026年 4月以降、当財団の奨学金支給期間中は、他機関より月額 12万円を超える給付型奨学金

等を受けていない者 

(8) 2026年 6月 18日、19日（人文社会系）、6月 24日、25日（自然科学系）に実施予定の面接、

及び 2026年 7月 14日（火）の奨学金授与式 に参加できる者 

資格要件に関する補足 

  ・日本語レベル：当財団事務局とは、原則、日本語でのコミュニケーションをとっていただきま

すが、採用後にお願いする報告書等は英語での記載も可能ですので、簡単な意思疎通ができれ

ばなんとかなると思います。ほとんど日本語が使えない学生＝簡単な日本語での意思疎通が難

しい学生さんの場合は、応募対象外とご判断下さい。 

  ・当財団は、学籍期間を通して奨学生の支援をしたいと考えおり、2026年 4月 1日現在で、第 2

学年あるいは第 3学年の方は、ご応募いただけません。 

  ・渡日が遅れる場合、大学が 4月からの在籍を認め、渡日前から修学／研究に取り組める環境で

あり、渡日前でもオンライン（Zoom）での面接対応可能である方であればご応募できます。 

 

３． 募集プログラム概要 

 応募 

・各推薦依頼大学院からの案内に従って、応募して下さい。学生本人からの直接の応募や質問は 

受付できません。 

・推薦依頼大学院から、推薦枠（別表） に基づき推薦された応募者より選考します。 
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・当財団の修士課程奨学生が博士課程に進学する場合、前記推薦枠を超えた推薦も受け付けます

（進学奨学生）。 

・25年秋季入学の方も応募できますが、奨学金は、2026年 4月 1日より以前に遡及した支給は致し

ません。 

 募集人数 

・18名程度（応募/選考状況により、各対象国につき 2名以上を採用予定数に配分いたします）  

奨学金支給額、支給期間 

・支給額 月額 15万円  

・支給期間 2026年 4月以降、在籍大学院の正規の修学期間。 

ただし、修士課程は 2年間、博士課程は 3年間を限度とします 。 

奨学金支給に関する補足 

・支給方法：原則、毎月一定日に銀行振込にて支給します。  

・当財団の奨学金は、全額を支給するもので、返還義務はありません。  

・また、出捐母体のＡＧＣ株式会社への付帯義務を負うものではありません。 

 

４．海外研究活動支援奨学金 

  採用された奨学生には、上限 20万円(1回/年、奨学金支給期間内の活動が対象)の海外研究活動支

援奨学金を支給します。海外での学会発表、調査活動、短期留学等、当財団が認めた活動が対象と

なります。本奨学金の支給には、申請時に提出された申請書・計画書に対する、当財団奨学委員の

審査で承認されることが必要となります。 

 

５．奨学生の選考と採用内定／採用 

外国人留学生奨学生は、書類及び面接により選考を行います。  

(1) 書類選考  

奨学生の資格要件に基づき、実施します。書類選考通過者には、6月初旬迄に、面接日時を各推薦

依頼大学院宛に通知します。  

(2) 面接  

書類選考通過者を対象とした面接は、2026年 6月 18日、19日（人文社会系）、6月 24日、25日

（自然科学系）に実施します(面接はオンライン（Zoom）を予定)。 

(3) 結果通知および授与式 

応募者全員の選考結果を、7月初旬に推薦依頼大学院に通知します。採用内定奨学生は当財団が別

途指定する所定の手続きをお願いします。2026年 7月 14日（火）の奨学金授与式にて採用通知

（証書）を授与しますので、採用内定奨学生は必ず出席して下さい。 

 

６．採用後の奨学生の義務 

(1) 奨学金支給期間中は、在籍大学院で所定の学業、研究に精勤すること 

(2) 奨学金支給期間中の毎年 3月末頃に活動報告書と成績証明書等を提出すること 

(3) 奨学金支給期間中は、止むを得ない事情のないかぎり、当財団指定の行事に参加すること（交

通費は当財団規程により支給します。年に数回程度を予定しています） 

(4) 当財団から送信するメールを適宜確認し、指定期間内に回答すること 

(5) 学籍、修学状況や生計の変化が生じた際には、速やかに当財団に報告すること 
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７. 個人情報の取り扱い 

ご提出いただいた応募にかかわる一切の個人情報は、選考に関する手続き（審査と当財団からの連

絡）のためのみに使用するという当財団の方針に同意した上でご応募下さい。 

 

 

（別表）2026年度 外国人留学生奨学生 推薦依頼大学院と推薦枠 

 

推薦依頼 

大学院 

北海道大学、東北大学、筑波大学、千葉大学、東京大学、東京科学大学、 

一橋大学、慶應義塾大学、上智大学、中央大学、東海大学、日本大学、 

法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学、横浜国立大学、国際大学、 

金沢大学、名古屋大学、京都大学、京都工芸繊維大学、立命館大学、 

大阪大学、神戸大学、広島大学、九州大学、鹿児島大学 

推薦枠 
対象5カ国（タイ、インドネシア、中国、韓国、ベトナム）に対し、 

1名以内/各国 

 

 

≪よくいただくお問合わせ≫  

 

Ｑ１．「特別研究員」や「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に基づく研究支援制度に採用された場

合、本奨学金と併給できますか？ 

 Ａ．これらの制度の支援が手厚いことから、残念ながら本奨学金との併給は認められません。奨学金

支給期間中にこれらの制度に採用された奨学生は、速やかに財団に届け出て、奨学金受給辞退の

手続きをしていただきます。また、当財団の奨学金プログラムに採用後、上記の制度に採用され、

当財団を辞退される場合、奨学金支給が重複する期間の奨学金に関しては、返金手続きをお願い

することになります。 

 

Ｑ２．他財団奨学金との「併願」は可能なのでしょうか？ 

 Ａ．併願については、可能です。ただ、当財団の希望としては、当財団に合格となった場合、長くお

付き合いさせていただきたいと考えているので、できれば併願のない学生、当財団が第一希望の

学生さんを優先して推薦していただきたいとは思っています。 
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推薦依頼大学院へのお願い 

１．推薦受付方法（郵送、学生からの直接の応募はできません） 

・推薦依頼大学院におかれましては、募集対象の学生への周知、適正な選考等を経て、別表の推薦枠

数以内の学生の推薦をお願いします。 

・当財団の修士課程奨学生が博士課程に進学する場合は、「進学奨学生」として、前記推薦枠を 

超えた推薦も可能です（選考での優遇はありません）。 

   ・提出書類の指定書式、募集要項、奨学金の手引き、提出書類の注意事項等は、当財団が指定する

Webサイト【奨学生推薦フォーム】よりダウンロードできます。 

・推薦受付期間中に、当財団が指定するWebサイト【奨学生推薦フォーム】より、下記に示す必要な

提出書類をPDFに変換の上、１つにまとめずに書類毎にPDFをアップロードして下さい。 

・【奨学生推薦フォーム】は一時保存が可能です。個々の応募者の提出書類すべてが揃っている場合は

速やかに「提出」ボタンを押して、審査・選考のスムーズな進行にご協力お願いします。 

 

２．提出書類 

1. 奨学金申込書（指定書式に電子入力） 

学生が記入後、在籍大学院記入欄と日付を、推薦依頼大学院で記入して下さい。 

  ※各大学院担当部署には、本申込書の提出をもって応募者の在籍を証明していただきます。 

2. 願書（指定書式に電子入力） 

   学生が記入後、大学院担当部署で区分を記入して下さい。 

3. 研究計画書（指定書式に電子入力）  

学生が記入後、大学院担当部署で区分を記入して下さい。 

4. 指導教員推薦書（指定書式に電子入力） 

指導教員が記入後、大学院担当部署で区分を記入して下さい。 

5. 学業成績証明書（前課程通期の成績が分かる証明書） 

前課程通期の成績証明書で、80 点相当以上の比率を欄外に記入して下さい（手書き可）。 

(1)80 点相当以上を判断できる項目と(2)80 点相当以上を判断できない項目（合格/不合格のみの

評価など）とが混在している場合、(1)のみで、80 点以上の比率を算出下さい。 

同成績証明書は海外の大学でも可です（英語記載のものを提出して下さい）。 

 

３．推薦受付期間 

2026年4月1日(水)～2026年5月7日(木)  

 

４．選考結果 

・6月初旬に、書類選考通過者と面接日時を大学院担当部署宛にメールで通知します。速やかに書類

選考通過者にお伝え下さい。 

・全応募者の選考結果は、7月初旬に各推薦依頼大学院に書面で通知します。通知後、速やかに応募

者にお伝えいただき、採用内定者の当財団が別途指定する手続きを促して下さい。 

・採用奨学生には、2026年7月14日(火)の奨学金授与式にて採用証書を授与します。 

 

 

3256004729
取り消し線

3256004729
タイプライターテキスト
学内選考期間　　　　　　　　　　　　　　　学内選考結果通知
2026年2月6日（金）2026年4月1日（水）　 　　2026年4月6日（月）
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